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第１部 計画の概要 

（１） 計画策定の趣旨 

 急速に高齢化が進む現在、令和 22 年(2040 年)までには 75 歳以上の高齢者の急増と
共に、高齢者を支える担い手世代が減少し、社会構造の大きな変化が見込まれます。 

こうした変化に対応するため、医療、介護等のニーズ増大に対応する施策や、住み慣
れた地域で暮らしていける施策に取り組み、その暮らしを地域全体で支える体制「地域
包括ケアシステム」を地域の実情に応じて推進することが重要となります。 
 

（２） 計画の位置付け及び計画期間 

 「いきいきかぬま⾧寿計画」は、本市の高齢者福祉施策の基本となるもので、「高齢者
福祉計画」及び「介護保険事業計画」の一体的な作成が法律で定められています。 

本市や栃木県の関係する計画との整合と調和を図り、令和３年度から令和５年度まで
の３年間を計画期間とし、令和 22 年を見据えた中⾧期的な計画とします。 
 

（３） 日常生活圏域の設定 

 「日常生活圏域」を 17 圏域に設定しています。 (右図） 

 

（４） 計画の策定体制 

 「鹿沼市⾧寿計画運営委員会」で計画案の策定を 
するとともに、計画の実施状況を審議しました。 
 

（５） 公表と普及啓発、達成状況の点検評価 

 「在宅介護実態調査」や「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の結果と併せ、計
画の実施状況を市ホームページで公表、各種制度については市広報紙等で普及・啓発
を行うとともに、計画の運営・実施状況等について検証していきます。 

 

第２部 高齢社会の現状と将来推計 
（１） 市の高齢者人口等の現状と将来推計    
 高齢化人口の推意（Ｈ30～Ｒ２年度）           第８期計画の被保険者数推計 （単位：人）    

区 分 Ｒ３年度Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ7 年度 
（2025 年） 

Ｒ22 年度 
（2040年） 

総人口 
Ａ 93,268 92,347 91,426 89,581 74,222 

第2 号被保険者 
:40～64 歳B 

31,779 31,407 31,036 30,292 22,605 

第1 号被保険者 
：65 歳以上C 

28,644 28,753 28,860 29,075 28,781 

 
前期高齢者 
（65～74 歳） 

14,273 13,949 13,624 12,974 11,762 

後期高齢者 
（75 歳以上） 14,371 14,804 15,236 16,101 17,019 

被保険者合計
D 60,423 60,160 59,896 59,367 51,386 

高齢化率 
C/Ａ 30.7％ 31.1％ 31.6％ 32.5％ 38.8％ 

 

（２） 高齢者福祉施策の基本方針 

  
基本的将来像   「あたたかい 笑顔が集う ⾧寿のまち “かぬま”」 
 
基本方針     高齢者福祉施策の推進    「高齢者福祉計画」 

持続可能な介護保険制度の運用「介護保険事業計画」  
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（３） 第８期計画の基本目標と施策体系 

   基本方針に基づき、次の５つの基本目標を掲げて第８期計画を推進します。 
  

  基 本 目 標         具 体 的 施 策 
      
 高齢者福祉施策 

の推進 
 

「高齢者福祉計画」 

  ①生きがいづくりと 
社会参加の推進 

  
１ 就労機会の確保 

     
      
      ２ 学習活動と社会貢献活動の推進      
       
      ３ 生きがいと交流の場づくり       
       
      ４ 敬老事業の推進       
       
    ②安心して暮らせる 

まちづくりの推進 

  １ 高齢者のニーズの把握       
       
       ２ 在宅福祉サービスの推進と介護予防・生活  

  支援サービスとの連携       
       
      ３ 安心して暮らせる住環境等の整備       
       
      ４ 災害対策等に係る体制整備       
       
 

持続可能な 
介護保険制度の運用 
   

「介護保険事業計画」  

  ③地域支援事業の 
推進 

  １ 地域包括ケアシステムを推進するための 
  包括的支援事業の充実強化      

      
      

2 介護予防・日常生活支援総合事業の充実強化 
     
      
      

３ 地域包括支援センター運営の機能強化 
      
       
      

４ 任意事業の推進 
      
        
    ④介護サービスの 

充実・強化 

  
１ 介護予防サービスの推進 

      
       
    

 

  
２ 介護サービスの推進 

      
       
      

３ 計画的な介護サービスの基盤整備 
      
       
      

４ 介護保険サービスの質の向上 
      
       
      

５ 災害や感染症対策に係る体制整備の強化 
       
        
    

⑤介護保険制度の 
円滑な推進 

  
１ 第 1 号被保険者介護保険料の設定 

      
       
       

２ 保険者機能の強化 
      
       
      

３ 制度の円滑な促進 
      
        
 あたたかい 笑顔が集う ⾧寿のまち “かぬま” 
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第３部 高齢者福祉施策の推進 

（１） 生きがいづくりと社会参加の推進 
 元気な高齢者が自らの経験や能力を活かして生きがいづくりに取り組むとともに、地

域社会活動に積極的に参加できるような環境づくりを促進します。 
老人クラブ、ほっとサロン等の活動や運営を行う高齢者は、「地域社会の担い手」でも

あり、その活躍を支援すると共に、介護予防の効果促進についても検討します。 
 

（２） 安心して暮らせるまちづくりの推進 
 住み慣れた地域で安心して生活できるよう、生活環境の整備や地域づくり等、地域にお

ける包括的な推進を図ります。特に、住み慣れた居宅で生活を継続できるよう、状態の変
化や意向を調査し、切れ目のない各種福祉サービスの提供により在宅生活を支援します。
また、災害や感染症対策にも対応した高齢者支援を推進します。 
 

第４部 持続可能な介護保険制度の運用 

（１） 地域支援事業の推進 

 地域包括ケアシステムを推進するための支援事業の充実と強化を図るとともに、地域
包括支援センターを中心に「地域共生社会」の実現に向けた関係機関や地域との連携、認
知症対策や介護予防対策、多様な生活課題の相談等を推進し高齢者の在宅生活を支援し
ます。 
 

（２） 介護サービスの充実・強化 
 要介護状態等となることの予防やその状態の軽減・悪化防止を必要とする高齢者が、在

宅で安心して生活が送れるよう、充実した介護予防サービスを提供するとともに、在宅医
療と介護の連携による継続的な支援体制の整備を進めます。さらに、地域における医療と
介護の総合的な確保を推進し、在宅高齢者の支援に努めていきます。 

また、計画的な介護サービスの基盤整備に向けては、今後も認知症高齢者の増加が予想
されるため、対応する居住系施設の整備が必要であり、特別養護老人ホームに入所が必要
な入所申込者の調査を基に、高齢者ニーズや待機者個々の状況を精査し施設整備を計画
しました。 

 
施設・居住系サービスの施設整備計画数 

（単位：床） 

施 設 種 別 現在 
床数 

整 備 計 画 5 年度末
見込み R3 R4 R5 

介護老人福祉施設 
（広域型特別養護老人ホーム） 477 4 

(転換) 
30 

（新規） 
20 

（増床） 531 

介護老人福祉施設 
（地域密着型特別養護老人ホーム） 107 ‐ ‐ ‐ 107 

介護老人保健施設 240 ‐ ‐ ‐ 240 
介護療養型医療施設（⇒介護医療院） 0  ‐ ‐ ‐ 0  
認知症対応型共同生活介護 
（グループホーム） 207 18 - ‐ 225 

計 1,031 22 30 20 1,103 

【その他の公募対象施設】      

混合型特定施設入居者生活介護 
（介護付き有料老人ホーム、ケアハウス等） 220 ‐ ‐ - 220 

小規模多機能型居宅介護  
看護小規模多機能型居宅介護 （施設数） 9 施設 1 施設 - ‐ 10 施設 
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（３） 介護保険制度の円滑な推進 
  

第１号被保険者介護保険料 
高齢者数及び給付費の見込額をもとに保険料を算出しました。 
「第８期事業計画」期間の保険料算定にあたっては、介護給付費準備積立基金を取り崩

すことで保険料の上昇を抑え、高齢者の負担軽減を図ります。 
 

段階 
基準額に対す 
る保険料率 
（軽減率） 

保 険 料 額 
（年額の百円未満を切捨） 

対 象 者 
月額 

(公費軽減後) 
年額 

(公費軽減後) 

１ 
×0.50 

(×0.30) 
2,850 円 

(1,710 円) 
34,200 円 

(20,500 円) 

生活保護受給者、市民税世帯非課税の
老齢福祉年金受給者 
市民税世帯非課税で本人の前年の合計
所得金額と課税年金収入額の合計が 80
万円以下 

２ 
×0.70 

(×0.50) 
3,990 円 

(2,850 円) 
47,800 円 

(34,200 円) 

市民税世帯非課税で本人の前年の合計
所得金額と課税年金収入額の合計が 80
万円超 120 万円以下 

３ 
×0.75 

(×0.70) 
4,275 円 

(3,990 円) 
51,300 円 

(47,800 円) 

市民税世帯非課税で本人の前年の合計
所得金額と課税年金収入額の合計が
120 万円超 

４ ×0.90 5,130 円 61,500 円 
市民税世帯課税、本人非課税で本人の
前年の合計所得金額と課税年金収入額
の合計が 80 万円以下 

５ ×1.00 5,700 円 68,400 円 
市民税世帯課税、本人非課税で本人の
前年の合計所得金額と課税年金収入額
の合計が 80 万円超 

６ ×1.20 6,840 円 82,000 円 
本人市民税課税で本人の前年の合計所
得金額 120 万円未満 

７ ×1.30 7,410 円 88,900 円 
本人市民税課税で本人の前年の合計所
得金額 120 万円以上 210 万円未満 

８ ×1.50 8,550 円 102,600 円 
本人市民税課税で本人の前年の合計所
得金額 210 万円以上 320 万円未満 

９ ×1.70 9,690 円 116,200 円 
本人市民税課税で本人の前年の合計所
得金額 320 万円以上 400 万円未満 

１０ ×1.90 10,830 円 129,900 円 
本人市民税課税で本人の前年の合計所
得金額 400 万円以上 600 万円未満 

１１ ×2.10 11,970 円 143,600 円 
本人市民税課税で本人の前年の合計所
得金額 600 万円以上 800 万円未満 

１２ ×2.30 13,110 円 157,300 円 
本人市民税課税で本人の前年の合計所
得金額 800 万円以上 

第５段階が基準額となります。 
 


